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議案第１０号参考資料 

件 名 
埼玉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の服務の宣

誓に関する条例の制定について 

根拠法令等 

・ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２

第１項

・ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３１条

【 趣 旨 】 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、会計年度任用職員

制度が導入されることに伴い、地方公務員法第３１条の規定に基づく、会計年度任用職

員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるため、埼玉県後期高齢者医療広域連合会計年

度任用職員の服務の宣誓に関する条例を制定する必要があることから、この案を提出す

るものである。 

【 内 容 】 

服務の宣誓に関する事項の規定 

宣誓書様式等、服務の宣誓に関する必要事項を規定する。 

施 行 日 令和２年４月１日から施行する。

【その他参考事項】 
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議案第１１号参考資料 

件 名 
埼玉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に

関する条例の制定について 

根拠法令等 

・ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２

第１項

・ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２

【 趣 旨 】 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、会計年度任用職員

制度が導入されることに伴い、会計年度任用職員に対する報酬、費用弁償及び期末手当

に関し必要な事項を定めるため、埼玉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報

酬等に関する条例を制定する必要があるので、この案を提出するものである。 

【 内 容 】 

条例の制定内容は、次のとおりである。 

⑴ 報酬に関する事項（第２条～第５条、第７条、第１０条、附則）

広域連合が任用するパートタイム会計年度任用職員に対しては報酬が支給される

ため、報酬額（基本額、地域手当相当額、時間外勤務、休日勤務）の決定に関する

基本事項、計算期間、及び減額について規定する。なお、報酬額の決定に関しては、

埼玉県の会計年度任用職員の報酬等基準額表に基づき決定する。 

また、会計年度任用職員制度への移行における経過措置として、現在任用してい

る嘱託員が会計年度任用職員へ移行する場合の報酬額は、現給保障とする。 

⑵ 費用弁償に関する事項（第８条、第９条）

通勤に係る費用及び公務のための旅行に係る費用として費用弁償が支給されるた

め、支給要件や支給額に関し規定する。なお、通勤に係る費用及び公務のための旅

行に係る費用弁償額は、現行の嘱託員に対する支給内容と同基準にて支給する。 

⑶ 期末手当に関する事項（第６条）

期末手当の支給要件や、支給額の決定にあたっての基礎額、支給割合及び在職期

間割合の取扱いについて規定する。なお、支給割合については、埼玉県の常勤職員

や埼玉県の会計年度任用職員と同様の支給割合（現行は年度２．６ヵ月）とする。 

施 行 日 令和２年４月１日から施行する。

【その他参考事項】 
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１
　
制

度
導

入
の

理
由

と
改

正
内

容

・
特
別
職
の
任
用
及
び
臨
時
的
任
用
の
適
正
を
確
保

・
一
般
職
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
制
度
の
明
確
化

・
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
給
付
の
規
定
の
整
備

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
、
令
和
２
年
４
月
１
日
よ
り
施
行

２
　
会

計
年

度
任

用
職

員
３
　
広

域
連

合
の

移
行

イ
メ
ー
ジ

勤
務
時
間
に
応
じ
て
次
の
と
お
り
区
分
さ
れ
る
。

(１
)パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

週
の
勤
務
時
間
が
常
勤
職
員
と
異
な
る
職
員

(週
の
勤
務
時
間
が
３
８
時
間
４
５
分
よ
り
も
短
い
職
員
)

(旧
地
方
公
務
員
法

(新
地
方
公
務
員
法

(２
)フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

週
の
勤
務
時
間
が
常
勤
職
員
と
同
一
の
職
員

現
在
、
広
域
連
合
で
雇
用
し
て
い
る
嘱
託
職
員
(非
常
勤
の
特
別
職
)の
勤
務
時
間
は
、
９
時
か
ら

(週
の
勤
務
時
間
が
３
８
時
間
４
５
分
の
職
員
)

１
７
時
ま
で
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
移
行
す
る
予
定
で
す
。

４
　
現

行
制

度
と
の

主
な
変

更
点

採
用
の
日
か
ら
会
計
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
の
範
囲
内

採
用
の
日
か
ら
会
計
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
の
範
囲
内

必
要
な
時
間

（
９
時
～
17
時
）

パ
ー
ト
タ
イ
ム
：
必
要
な
時
間

（
９
時
～
17
時
）

※
※

年
次
休
暇
・
特
別
休
暇
等

年
次
休
暇
・
特
別
休
暇
等

年
齢
上
限
な
し

年
齢
上
限
な
し

・
地
方
公
務
員
法
上
の
服
務
規
定
適
用
な
し

・
地
方
公
務
員
法
上
の
服
務
規
定
適
用
あ
り

・
兼
業
可

・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
は
兼
業
可

報
酬
・
期
末
手
当
は
埼
玉
県
の
会
計

年
度
任
用
職
員
報
酬
条
例
・
規
則
の

規
定
に
基
づ
き
決
定

会
計

年
度

任
用

職
員

制
度

に
つ
い
て

非
常

勤
の

特
別

職
員

第
３
条
第
３
項
第
３
号
)

会
計

年
度

任
用

職
員

第
２
２
条
の
２
第
１
項
第
１
号
)

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
需
要
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め
、
臨
時
・
非
常
勤
職
員
が
年
々
増
加
し
て
い
る
が
、
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
適
正
な
任
用
、
勤
務
条
件
を
確
保
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

採
用

服
務

非
常
勤
の
特
別
職
員

会
計
年
度
任
用
職
員

任
用
期
間

勤
務
時
間

給
付

休
暇
・
休
業

報
酬
額
：
職
に
応
じ
て
設
定

期
末
手
当
：
な
し

報
酬
額
：
職
に
応
じ
て
設
定
　
　
（
現
給
保
障
）

期
末
手
当
：
常
勤
職
員
と
同
様
(２
.６
ヶ
月
分
)

報
酬
額
は
広
域
連
合
嘱
託
員

の
身
分
取
扱
い
に
関
す
る
規

程
に
基
づ
き
決
定

（
職
務
＋
通
勤
手
当
相
当
）

費
用
弁
償
：
通
勤
手
当
相
当
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議案第１２号参考資料 

件 名 
会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する

条例の制定について 

根拠法令等 

・ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項

・ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の４第１項及び

第２項

・ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第３項

・ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２９条第４項

・ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第

２条第１項

・ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第

１９条第１項

・ 地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第６９条第１項

【 趣 旨 】 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、会計年度任用職員

制度が導入されることに伴い、会計年度任用職員に対する公務災害補償、分限、懲戒、

及び育児休業等に関し必要な事項を定める必要があることから、この案を提出するもの

である。 

【 内 容 】 

① 公務災害補償

埼玉県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例において、補償の対象となる職員の定義に会計年度任用職員を

加える。 

② 分限

埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条

例において、会計年度任用職員の休職期間は、１会計年度で任用されるため、「任

期の範囲内で」と規定する。 

③ 懲戒

埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条

例において、会計年度任用職員の報酬の減給について規定する。 

④ 育児休業等

埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例において、会計

年度任用職員の育児休業及び部分休業について規定する。 

施 行 日 令和２年４月１日から施行する。

【その他参考事項】 
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会
計
年
度

任
用
職
員
制
度
の
導
入
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

第
１
条

 
埼

玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害

補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

新
旧

 
（
職
員

）
 

第
２
条
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
職

員
」

と
は

、
議
会
の

議
員
、

広
域
連

合
長
、

副
広
域

連
合
長
、
委

員
会

の
非

常
勤

の
委

員
、
非

常
勤
の

監
査
委

員
、
審

査
会
、
審
議
会

及
び

調
査
会
等

の
委

員
そ

の
他

の
構

成
員

、
非

常
勤
の

調
査
員
、
会
計

年
度
任

用
職
員
そ

の

他
の
非
常

勤
の

職
員
（

地
方

公
務

員
災

害
補

償
法

施
行
令
（
昭
和

４
２
年

政
令
第

２
７

４
号
）
第

１
条

に
規

定
す

る
職

員
を

除
く

。
）
で
労

働
者

災
害
補

償
保
険

法
（
昭

和
２

２
年
法
律

第
５

０
号

）
の

適
用

を
受

け
る

者
以
外

の
も
の

を
い
う

。
 

 
（
介
護

補
償

）
 

第
１
５
条

 
傷

病
補

償
年

金
又

は
障

害
補

償
年

金
を
受
け

る
権
利

を
有
す

る
者
が

、
当
該

傷
病
補
償

年
金

又
は

障
害

補
償

年
金

を
支

給
す
べ

き
事
由

と
な
っ

た
障
害

で
あ
っ

て

規
則
で
定

め
る

程
度

の
も

の
に

よ
り

、
常

時
又
は

随
時
介

護
を
要

す
る
状

態
に
あ

り
、

か
つ
、
常

時
又

は
随

時
介

護
を

受
け

て
い

る
場
合

に
お
い

て
は
、

介
護
補

償
と
し

て
、

当
該
介
護

を
受

け
て

い
る

期
間

、
常

時
又

は
随
時
介

護
を
受

け
る

場
合
に

通
常
要

す
る

費
用
を
考

慮
し

て
広

域
連

合
長

が
定

め
る

金
額
を

支
給
す

る
。
た

だ
し
、
次
に
掲

げ
る

場
合
に
は

、
そ

の
入

院
し

、
又

は
入

所
し

て
い
る

期
間
に

つ
い
て

は
、
介

護
補
償

は
、

行
わ
な
い

。
 

(１
)

（
略

）

(２
)

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総
合
的

に
支
援

す
る
た

め
の
法

律
（
平

成
１
７
年

法
律

第
１

２
３

号
）
第

５
条

第
１
１
項

に
規
定

す
る
障

害
者
支

援
施
設
（
次

号
に
お
い

て
「

障
害

者
支

援
施

設
」
と

い
う

。
）
に
入
所

し
て
い

る
場
合
（

同
条
第
７

 
（
職
員

）
 

第
２
条
 

こ
の
条

例
に

お
い

て
「

職
員

」
と

は
、

議
会

の
議

員
、

広
域

連
合

長
、

副
広

域

連
合
長
、
委
員
会

の
非

常
勤

の
委

員
、
非

常
勤

の
監

査
委

員
、
審

査
会

、
審

議
会

及
び

調
査
会
等

の
委
員

そ
の

他
の

構
成

員
、
非

常
勤

の
調

査
員

及
び

嘱
託

員
そ

の
他

の
非

常

勤
の
職
員
（
地

方
公
務

員
災

害
補

償
法

施
行

令
（

昭
和

４
２

年
政

令
第

２
７

４
号

）
第

１
条
に
規

定
す
る

職
員

を
除

く
。

）
で

次
に

掲
げ

る
者

以
外

の
者

を
い

う
。

 

(
１

)
労
働

者
災
害

補
償

保
険

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

５
０

号
）

の
適

用
を

受
け

る

者
 

 
（
介
護

補
償
）
 

第
１
５
条

 
傷
病

補
償
年

金
又

は
障

害
補

償
年

金
を

受
け

る
権

利
を

有
す

る
者

が
、

当
該

傷
病
補
償

年
金
又

は
障

害
補

償
年

金
を

支
給

す
べ

き
事

由
と

な
っ

た
障

害
で

あ
っ

て
規

則
で
定
め

る
程
度

の
も

の
に

よ
り

、
常

時
又

は
随

時
介

護
を

要
す

る
状

態
に

あ
り

、
か

つ
、
常
時

又
は
随

時
介

護
を

受
け

て
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、
介

護
補

償
と

し
て

、
当

該
介
護
を

受
け
て

い
る

期
間

、
常

時
又

は
随

時
介

護
を

受
け

る
場

合
に

通
常

要
す

る
費

用
を
考
慮

し
て
広

域
連

合
長

が
定

め
る

金
額

を
支

給
す

る
。

た
だ

し
、

次
に

掲
げ

る
場

合
に
は
、

そ
の
入

院
し

、
又

は
入

所
し

て
い

る
期

間
に

つ
い

て
は

、
介

護
補

償
は

、
行

わ
な
い
。
 

(１
)

（
略
）

(２
)

障
害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
（

平

成
１
７
年

法
律
第

１
２

３
号

）
第

５
条

第
１

１
項

に
規

定
す

る
障

害
者

支
援

施
設

（
次

号

に
お
い
て

「
障
害

者
支

援
施

設
」

と
い

う
。

）
に

入
所

し
て

い
る

場
合

（
同

条
第

６
項

に
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項
に

規
定

す
る

生
活

介
護
（

次
号

に
お

い
て
「

生
活
介

護
」
と
い

う
。
）
を

受
け
て

い

る
場
合
に

限
る

。
）

 

 
(３

) 
（
略

）
 

２
 
（
略

）
 

規
定
す
る

生
活
介

護
（

次
号

に
お

い
て

「
生

活
介

護
」

と
い

う
。

）
を

受
け

て
い

る
場

合

に
限
る
。

）
 

 
(３

) 
（
略
）
 

２
 
（
略

）
 

 第
２
条
 
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

 
新

 
旧

 

 
（
休
職

の
効

果
）

 

第
３
条
 

法
第

２
８

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
該
当
す

る
場
合

に
お
け

る
休
職

の
期
間

は
、
３
年

を
超

え
な

い
範

囲
内

に
お

い
て

、
休

養
を
要
す

る
程
度

に
応
じ

個
々
の

場
合

に
つ
い
て

任
命

権
者

が
定

め
る

。
 

２
～
５
 

（
略

）
 

６
 

法
第

２
２
条

の
２

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
会
計

年
度
任

用
職
員

に
対
す

る
第
１

項
の
規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
同

項
中

「
３
年

を
超
え

な
い
範

囲
内
」

と
あ
る

の
は

「
法
第
２

２
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

任
命
権
者

が
定
め

る
任
期

の
範
囲

内
」

と
す
る
。

 

 
（
休
職

の
効
果

）
 

第
３
条
 

法
第
２

８
条

第
２

項
第

１
号

の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

に
お

け
る

休
職

の
期

間

は
、
３
年

を
超
え

な
い

範
囲

内
に

お
い

て
、

休
養

を
要

す
る

程
度

に
応

じ
個

々
の

場
合

に
つ
い
て

任
命
権

者
が

定
め

る
。

 

２
～
５
 

（
略
）
 

  

  第
３
条
 
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

 
新

 
旧

 

 
（
減
給

の
効

果
）

 

第
３
条
 

減
給

は
、

６
月

以
下

の
期

間
、

給
料

（
地
方
公

務
員
法

第
２
２

条
の
２

第
１
項

第
１
号
に

掲
げ

る
会

計
年

度
任

用
職

員
に

つ
い
て

は
、
報

酬
の
額

（
埼
玉

県
後
期

高
齢

者
医
療
広

域
連

合
会

計
年

度
任

用
職

員
の

報
酬

等
に
関
す

る
条
例

（
令
和

元
年
条

例
第

 
 
 
号

）
第

２
条

第
３

項
又

は
第

４
項

の
報
酬

の
基
本

額
に
限

る
。
）

）
の
月

額
の

１
０
分
の

１
以

下
に

相
当

す
る

額
を

減
ず

る
も

の
と
す
る

。
 

 
（
減
給

の
効
果

）
 

第
３
条
 

減
給
は

、
６
月

以
下

の
期

間
、

給
料

の
月

額
の

１
０

分
の

１
以

下
に

相
当

す
る

額
を
給
与

か
ら
減

ず
る

も
の

と
す

る
。
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 第
４
条
 
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

 
新

 
旧

 

 
（

育
児

休
業

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

職
員

）
 

第
２
条
 

育
児
休

業
法

第
２

条
第

１
項

の
条

例
で

定
め
る

職
員
は

、
次
に

掲
げ
る

職
員
と

す
る
。

 

 
(
１

) 
育

児
休

業
法

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り
任

期
を
定

め
て
採

用
さ
れ

た
職
員

 

(
２

) 
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

常
時

勤
務

す
る
こ
と

を
要
し

な
い
職

員
（
以

下
「

非
常
勤
職

員
」

と
い

う
。

）
以

外
の

非
常

勤
職
員
 

ア
 
次
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
非

常
勤

職
員

 

(
ア

) 
任

命
権

者
を

同
じ

く
す

る
職

(
以
下
「

特
定
職

」
と
い
う

。
)
に
引
き

続
き

在
職
し

た
期

間
が

１
年

以
上

で
あ

る
非

常
勤
職
員
 

(
イ

) 
そ

の
養

育
す

る
子

（
育

児
休

業
法

第
２
条

第
１
項

に
規
定

す
る
子

を
い
う

。
以
下

同
じ

。
）

が
１

歳
６

か
月

に
達

す
る
日
（

以
下
「

１
歳
６

か
月
到

達
日

」
と
い

う
。

）
（

第
２

条
の

４
の

規
定

に
該
当
す

る
場
合

に
あ
っ

て
は
、

２
歳

に
達
す

る
日

）
ま

で
に

、
そ

の
任

期
（

任
期
が
更

新
さ
れ

る
場
合

に
あ
っ

て
は

、
更
新

後
の

も
の

）
が

満
了

す
る

こ
と

及
び
特
定

職
に
引

き
続
き

採
用
さ

れ
な

い
こ
と

が
明

ら
か

で
な

い
非

常
勤

職
員

 

(
ウ

) 
勤

務
日

の
日

数
を

考
慮

し
て

規
則

で
定
め

る
非
常

勤
職
員

 

イ
 

第
２

条
の

３
第

３
号

に
掲

げ
る

場
合

に
該
当

す
る
非

常
勤
職

員
（
そ

の
養
育

す

る
子
が
１

歳
に

達
す

る
日
（

以
下

、
こ

の
号
及
び

同
条
に

お
い
て
「
１
歳

到
達
日

」

と
い
う
。

）
（

当
該

子
に

つ
い

て
当

該
非

常
勤
職

員
が
す

る
育
児

休
業
の

期
間
の

末
日
と
さ

れ
た

日
が

当
該

子
の

１
歳

到
達

日
後
で

あ
る
場

合
に
あ

っ
て
は

、
当
該

末
日
と
さ

れ
た

日
）

に
お

い
て

育
児

休
業

を
し
て

い
る
非

常
勤
職

員
に
限

る
。
）

 

ウ
 

そ
の

任
期

の
末

日
を

育
児

休
業

の
期

間
の
末

日
と
す

る
育
児

休
業
を

し
て
い

る

非
常
勤
職

員
で

あ
っ

て
、

当
該

育
児

休
業

に
係
る

子
に
つ

い
て
、

当
該
任

期
が
更

新
さ
れ
、

又
は

当
該

任
期

の
満

了
後

に
特

定
職
に

引
き
続

き
採
用

さ
れ
る

こ
と
に

伴
い
、
当

該
任

期
の

末
日

の
翌

日
又

は
当

該
引
き

続
き
採

用
さ
れ

る
日
を

育
児
休

 
（

育
児

休
業
を

す
る
こ

と
が

で
き

な
い

職
員

）
 

第
２
条
 

育
児
休

業
法

第
２

条
第

１
項

の
条

例
で

定
め

る
職

員
は

、
育

児
休

業
法

第
６

条

第
１
項
の

規
定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
と

す
る

。
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業
の
期

間
の

初
日

と
す

る
育

児
休

業
を

し
よ
う
と

す
る
も

の
 

 

 
（
育
児

休
業

法
第

２
条

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る
者
）
 

第
２
条
の

２
 
（

略
）

 

 

 
（

育
児

休
業

法
第

２
条

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る
日
）

 

第
２
条
の

３
 
育

児
休

業
法

第
２

条
第

１
項

の
条

例
で
定

め
る
日

は
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
場
合
の

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

日
と
す
る

。
 

(
１

) 
次

号
及

び
第

３
号

に
掲

げ
る

場
合

以
外
の

場
合
 

非
常
勤

職
員
の

養
育
す

る
子

の
１
歳
到

達
日

 

(
２

) 
非

常
勤

職
員

の
配

偶
者

（
届

出
を

し
な

い
が
事
実

上
婚
姻

関
係
と

同
様
の

事
情

に
あ
る
者

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

が
当

該
非
常

勤
職
員

の
養
育

す
る
子

の
１
歳

到

達
日
以
前

の
い

ず
れ

か
の

日
に

お
い

て
当

該
子
を

養
育
す

る
た
め

に
育
児

休
業
法

そ

の
他
の
法

律
の

規
定

に
よ

る
育

児
休

業
（

以
下
こ

の
条
及

び
次
条

に
お
い

て
「
地

方

等
育
児
休

業
」

と
い

う
。

）
を

し
て

い
る

場
合
に

お
い
て

当
該
非

常
勤
職

員
が
当

該

子
に
つ
い

て
育

児
休

業
を

し
よ

う
と

す
る

場
合
（

当
該
育

児
休
業

の
期
間

の
初
日

と

さ
れ
た
日

が
当

該
子

の
１

歳
到

達
日

の
翌

日
後
で

あ
る
場

合
又
は

当
該
地

方
等
育

児

休
業
の
期

間
の

初
日

前
で

あ
る

場
合

を
除

く
。
）
 

当
該

子
が
１

歳
２
か

月
に
達

す

る
日

(
当
該

日
が

当
該

育
児

休
業

の
期

間
の

初
日

と
さ
れ

た
日
か

ら
起
算

し
て
育

児

休
業
等
可

能
日

数
（

当
該

子
の

出
生

の
日

か
ら
当

該
子
の

１
歳
到

達
日
ま

で
の
日

数

を
い
う
。

）
か

ら
育

児
休

業
等

取
得

日
数

（
当
該

子
の
出

生
の
日

以
後
当

該
非
常

勤

職
員
が
産

前
産

後
の

休
暇

に
よ

り
勤

務
し

な
か
っ

た
日
数

と
当
該

子
に
つ

い
て
育

児

休
業
を
し

た
日

数
を

合
算

し
た

日
数

を
い

う
。
）

を
差
し

引
い
た

日
数
を

経
過
す

る

日
よ
り
後

の
日

で
あ

る
と

き
は

、
当

該
経

過
す
る

日
）

 

(
３

) 
１

歳
か

ら
１

歳
６

か
月

に
達

す
る

ま
で
の

子
を
養

育
す
る

た
め
、

非
常
勤

職
員

が
当
該
子

の
１

歳
到

達
日

（
当

該
子

を
養

育
す
る

非
常
勤

職
員
が

前
号
に

掲
げ
る

場

合
に
該
当

し
て

す
る

育
児

休
業

又
は

当
該

非
常
勤

職
員
の

配
偶
者

が
同
号

に
掲
げ

る

   
（
育
児

休
業
法

第
２

条
第

１
項

の
条

例
で

定
め

る
者

）
 

第
２
条
の

２
 
（

略
）
 

  （
新
設
）
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場
合
若
し

く
は

こ
れ

に
相

当
す

る
場

合
に

該
当
し

て
す
る

地
方
等

育
児
休

業
の
期

間

の
末
日
と

さ
れ

た
日

が
当

該
子

の
１

歳
到

達
日
後

で
あ
る

場
合
に

あ
っ
て

は
、
当

該

末
日
と
さ

れ
た

日
（

当
該

育
児

休
業

の
期

間
の
末

日
と
さ

れ
た
日

と
当
該

地
方
等

育

児
休
業
の

期
間

の
末

日
と

さ
れ

た
日

が
異

な
る
と

き
は
、

そ
の
い

ず
れ
か

の
日
）

）

の
翌
日
（

当
該

子
の

１
歳

到
達

日
後

の
期

間
に
お

い
て
こ

の
号
に

掲
げ
る

場
合
に

該

当
し
て
そ

の
任

期
の

末
日

を
育

児
休

業
の

期
間
の

末
日
と

す
る
育

児
休
業

を
し
て

い

る
非
常
勤

職
員

で
あ

っ
て

、
当

該
任

期
が

更
新
さ

れ
、
又

は
当
該

任
期
の

満
了
後

に

特
定
職
に

引
き

続
き

採
用

さ
れ

る
も

の
に

あ
っ
て

は
、
当

該
任
期

の
末
日

の
翌
日

又

は
当
該
引

き
続

き
採

用
さ

れ
る

日
）

を
育

児
休
業

の
期
間

の
初
日

と
す
る

育
児
休

業

を
し
よ
う

と
す

る
場

合
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ
る

場
合
の

い
ず
れ

に
も
該

当
す
る

と

き
 

当
該

子
の

１
歳

６
か

月
到

達
日

 

ア
 

当
該

子
に

つ
い

て
、

当
該

非
常

勤
職

員
が
当

該
子
の

１
歳
到

達
日
（

当
該
非

常

勤
職
員
が

す
る

育
児

休
業

の
期

間
の

末
日

と
さ
れ

た
日
が

当
該
子

の
１
歳

到
達
日

後
で
あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

末
日

と
さ
れ

た
日
）

に
お
い

て
育
児

休
業
を

し
て
い
る

場
合

又
は

当
該

非
常

勤
職

員
の

配
偶
者

が
当
該

子
の
１

歳
到
達

日
（
当

該
配
偶
者

が
す

る
地

方
等

育
児

休
業

の
期

間
の
末

日
と
さ

れ
た
日

が
当
該

子
の
１

歳
到
達
日

後
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該
末

日
と
さ

れ
た
日

）
に
お

い
て
地

方
等
育
児

休
業

を
し

て
い

る
場

合
 

イ
 

当
該

子
の

１
歳

到
達

日
後

の
期

間
に

つ
い
て

育
児
休

業
を
す

る
こ
と

が
継
続

的

な
勤
務
の

た
め

に
特

に
必

要
と

認
め

ら
れ

る
場
合

と
し
て

規
則
で

定
め
る

場
合
に

該
当
す
る

場
合
 

  
（

育
児

休
業

法
第

２
条

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る
場
合

）
 

第
２
条
の

４
 

育
児

休
業

法
第

２
条

第
１

項
の

条
例
で
定

め
る
場

合
は
、

１
歳
６

か
月
か

ら
２
歳
に

達
す

る
ま

で
の

子
を

養
育

す
る

た
め
、

非
常
勤

職
員
が

当
該
子

の
１
歳

６
か

月
到
達
日

の
翌

日
（

当
該

子
の

１
歳

６
か

月
到
達

日
後
の

期
間
に

お
い
て

こ
の
条

の
規

定
に
該
当

し
て

そ
の

任
期

の
末

日
を

育
児

休
業

の
期
間
の

末
日
と

す
る
育

児
休
業

を
し

                        （
新
設
）
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て
い
る
非

常
勤

職
員

で
あ

っ
て

、
当

該
任

期
が

更
新
さ
れ

、
又
は

当
該
任

期
の
満

了
後

に
特
定
職

に
引

き
続

き
採

用
さ

れ
る

も
の

に
あ

っ
て
は
、

当
該
任

期
の
末

日
の
翌

日
又

は
当
該
引

き
続

き
採

用
さ

れ
る

日
）

を
育

児
休

業
の
期
間

の
初
日

と
す
る

育
児
休

業
を

し
よ
う
と

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
次

の
各

号
の

い
ず
れ
に

も
該
当

す
る
と

き
と
す

る
。

 

(
１

) 
当

該
子

に
つ

い
て

、
当

該
非

常
勤

職
員

が
当
該
子

の
１
歳

６
か
月

到
達
日

に
お

い
て
育
児

休
業

を
し

て
い

る
場

合
又

は
当

該
非
常

勤
職
員

の
配
偶

者
が
当

該
子
の

１

歳
６
か
月

到
達

日
に

お
い

て
地

方
等

育
児

休
業
を

し
て
い

る
場
合

 

(
２

) 
当

該
子

の
１

歳
６

か
月

到
達

日
後

の
期
間

に
つ
い

て
育
児

休
業
を

す
る
こ

と
が

継
続
的
な

勤
務

の
た

め
に

特
に

必
要

と
認

め
ら
れ

る
場
合

と
し
て

規
則
で

定
め
る

場

合
に
該
当

す
る

場
合

 

 

 
（
育
児

休
業

法
第

２
条

第
１

項
た

だ
し

書
の

条
例
で
定

め
る
期

間
）
 

第
２
条
の

５
 
（

略
）

 

  
（
育
児

休
業

法
第

２
条

第
１

項
た

だ
し

書
の

条
例
で
定

め
る
特

別
の
事

情
）
 

第
３
条
 

育
児

休
業

法
第

２
条

第
１

項
た

だ
し

書
の
条
例

で
定
め

る
特
別

の
事
情

は
、
次

に
掲
げ
る

事
情

と
す

る
。

 

 
(１

)～
(５

) 
（

略
）

 

 
(
６

) 
配
偶

者
が

負
傷

又
は

疾
病

に
よ

り
入

院
し
た
こ

と
、
配

偶
者
と

別
居
し

た
こ
と

、

育
児
休
業

に
係

る
子

に
つ

い
て

児
童

福
祉

法
第
３

９
条
第

１
項
に

規
定
す

る
保
育

所
、
就
学

前
の

子
ど

も
に

関
す

る
教

育
、

保
育
等

の
総
合

的
な
提

供
の
推

進
に
関

す

る
法
律
（

平
成

１
８

年
法

律
第

７
７
号

）
第
２
条

第
６
項

に
規
定

す
る
認

定
こ
ど

も

園
又
は
児

童
福

祉
法

第
２

４
条

第
２

項
に

規
定
す

る
家
庭

的
保
育

事
業
等
（

以
下
「

保

育
所
等
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
保

育
の

利
用
を

希
望
し

、
申
込

み
を
行

っ
て
い

る

が
、
当
面

そ
の

実
施

が
行

わ
れ

な
い

こ
と

そ
の
他

の
育
児

休
業
の

終
了
時

に
予
測

す

る
こ
と
が

で
き

な
か

っ
た

事
実

が
生

じ
た

こ
と
に

よ
り
当

該
育
児

休
業
に

係
る
子

に

つ
い
て
再

度
の

育
児

休
業

を
し

な
け

れ
ば

そ
の
養

育
に
著

し
い
支

障
が
生

じ
る
こ

と

            
（
育
児

休
業
法

第
２

条
第

１
項

た
だ

し
書

の
条

例
で

定
め

る
期

間
）

 

第
２
条
の

３
 
（

略
）

 

  
（
育
児

休
業
法

第
２

条
第

１
項

た
だ

し
書

の
条

例
で

定
め

る
特

別
の

事
情

）
 

第
３
条
 

育
児
休

業
法

第
２

条
第

１
項

た
だ

し
書

の
条

例
で

定
め

る
特

別
の

事
情

は
、

次

に
掲
げ
る

事
情
と

す
る

。
 

 
(１

)～
(５

) 
（
略
）

 

 
(
６

) 
配

偶
者

が
負

傷
又

は
疾

病
に

よ
り

入
院

し
た

こ
と

、
配

偶
者

と
別

居
し

た
こ

と

そ
の
他
の

育
児
休

業
の

終
了

時
に

予
測

す
る

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
事

実
が

生
じ

た

こ
と
に
よ

り
当
該

育
児

休
業

に
係

る
子

に
つ

い
て

育
児

休
業

を
し

な
け

れ
ば

そ
の

養

育
に
著
し

い
支
障

が
生

じ
る

こ
と

と
な

っ
た

こ
と

。
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と
な
っ
た

こ
と

。
 

(
７

)
第

２
条

の
３

第
３

号
に

掲
げ

る
場

合
に
該

当
す
る

こ
と
又

は
第
２

条
の
４

の
規

定
に
該
当

す
る

こ
と

。
 

(
８

)
そ

の
任

期
の

末
日

を
育

児
休

業
の

期
間

の
末
日
と

す
る
育

児
休
業

を
し
て

い
る

非
常
勤
職

員
が

、
当

該
育

児
休

業
に

係
る

子
に
つ

い
て
、

当
該
任

期
が
更

新
さ
れ

、

又
は
当
該

任
期

の
満

了
後

に
特

定
職

に
引

き
続
き

採
用
さ

れ
る
こ

と
に
伴

い
、
当

該

任
期
の
末

日
の

翌
日

又
は

当
該

引
き

続
き

採
用
さ

れ
る
日

を
育
児

休
業
の

期
間
の

初

日
と
す
る

育
児

休
業

を
し

よ
う

と
す

る
こ

と
。
 

 
（
育
児

休
業

の
期

間
の

再
度

の
延

長
が

で
き

る
特
別
の

事
情
）
 

第
４
条
 

育
児

休
業

法
第

３
条

第
２

項
の

条
例

で
定
め
る

特
別
の

事
情
は

、
配
偶

者
が
負

傷
又
は
疾

病
に

よ
り

入
院

し
た

こ
と

、
配

偶
者

と
別
居
し

た
こ
と
、

育
児

休
業
に

係
る

子
に
つ
い

て
保

育
所

等
に

お
け

る
保

育
の

利
用

を
希
望
し

、
申
込

み
を
行

っ
て
い

る
が

、

当
面
そ
の

実
施

が
行

わ
れ

な
い

こ
と

そ
の

他
の

育
児
休
業

の
期
間

の
延
長

を
請
求

し
た

時
に
予
測

す
る

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
事

実
が

生
じ
た
こ

と
に
よ

り
当
該

育
児
休

業
に

係
る
子
に

つ
い

て
育

児
休

業
の

期
間

の
再

度
の

延
長
を
し

な
け
れ

ば
そ
の

養
育
に

著
し

い
支
障
が

生
じ

る
こ

と
と

な
っ

た
こ

と
と

す
る

。
 

 
（
育
児

休
業
を

し
て

い
る

職
員

の
期

末
手

当
等

の
支
給

）
 

第
６
条
 

期
末
手

当
又

は
勤

勉
手

当
（

以
下

「
期

末
手
当

等
」
と

い
う
。

）
の
基

準
日
に

育
児
休
業

を
し

て
い

る
職

員
（

地
方

公
務

員
法
（

昭
和
２

５
年
法

律
第
２

６
１
号

）
第

２
２
条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
会

計
年

度
任

用
職
員
を

除
く
。

）
の
期

末
手
当

等
の

支
給
に
つ

い
て

は
、

当
該

職
員

を
派

遣
し

た
関

係
市
町
村

の
職
員

の
育
児

休
業
等

に
つ

い
て
定
め

た
条

例
の

例
に

よ
る

。
 

（
育
児

休
業

を
し

た
職

員
の

職
務

復
帰

後
に

お
け
る
給

与
等
の

取
扱
い

）
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

 
（
育
児

休
業
の

期
間
の

再
度

の
延

長
が

で
き

る
特

別
の

事
情

）
 

第
４
条
 

育
児
休

業
法

第
３

条
第

２
項

の
条

例
で

定
め

る
特

別
の

事
情

は
、

配
偶

者
が

負

傷
又
は
疾

病
に
よ

り
入

院
し

た
こ

と
、

配
偶

者
と

別
居

し
た

こ
と

そ
の

他
の

育
児

休
業

の
期
間
の

延
長
を

請
求

し
た

時
に

予
測

す
る

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
事

実
が

生
じ

た
こ

と
に
よ
り

当
該
育

児
休

業
に

係
る

子
に

つ
い

て
育

児
休

業
の

期
間

の
再

度
の

延
長

を
し

な
け
れ
ば

そ
の
養

育
に

著
し

い
支

障
が

生
じ

る
こ

と
と

な
っ

た
こ

と
と

す
る

。
 

 
（
育
児

休
業
を

し
て
い

る
職

員
の

期
末

手
当

等
の

支
給

）
 

第
６
条
 

期
末
手

当
又

は
勤

勉
手

当
（

以
下

「
期

末
手

当
等

」
と

い
う

。
）

の
基

準
日

に

育
児
休
業

を
し
て

い
る

職
員

の
期

末
手

当
等

の
支

給
に

つ
い

て
は

、
当

該
職

員
を

派
遣

し
た
関
係

市
町
村

の
職

員
の

育
児

休
業

等
に

つ
い

て
定

め
た

条
例

の
例

に
よ

る
。

 

 
（
育
児

休
業
を

し
た
職

員
の

職
務

復
帰

後
に

お
け

る
給

与
等

の
取

扱
い

）
 

第
７
条
 

育
児
休

業
を

し
た

職
員

が
職

務
に

復
帰

し
た

場
合

の
当

該
育

児
休

業
を

し
た

期
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第
７
条
 

育
児
休

業
を

し
た

職
員

（
地

方
公

務
員

法
第
２

２
条
の

２
第
１

項
に
規

定
す
る

会
計
年
度

任
用

職
員

を
除

く
。

）
が

職
務

に
復

帰
し
た
場

合
の
当

該
育
児

休
業
を

し
た

期
間
、
給

与
等

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

当
該

職
員
を
派

遣
し
た

関
係
市

町
村
の

職
員

の
育
児
休

業
等

に
つ

い
て

定
め

た
条

例
の

例
に

よ
る
。

 

  
（
育
児

短
時
間

勤
務

の
終

了
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算
し

て
１
年

を
経
過

し
な
い

場
合
に

育
児
短
時

間
勤

務
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

特
別
の

事
情
）
 

第
９
条
 

育
児
休

業
法

第
１

０
条

第
１

項
た

だ
し

書
の
条

例
で
定

め
る
特

別
の
事

情
は
、

次
に
掲
げ

る
事

情
と

す
る

。
 

 
(１

)～
(６

) 
（

略
）

 

(
７

) 
配
偶

者
が

負
傷

又
は

疾
病

に
よ

り
入

院
し

た
こ
と

、
配
偶

者
と
別

居
し
た

こ
と
、

育
児
短
時

間
勤

務
に

係
る

子
に

つ
い

て
保

育
所
等

に
お
け

る
保
育

の
利
用

を
希
望

し

、
申
込
み

を
行

っ
て

い
る

が
、

当
面

そ
の

実
施
が

行
わ
れ

な
い
こ

と
そ
の

他
の
育

児

短
時
間
勤

務
の

終
了

時
に

予
測

す
る

こ
と

が
で
き

な
か
っ

た
事
実

が
生
じ

た
こ
と

に

よ
り
当
該

育
児

短
時

間
勤

務
に

係
る

子
に

つ
い
て

育
児
短

時
間
勤

務
を
し

な
け
れ

ば

そ
の
養
育

に
著

し
い

支
障

が
生

じ
る

こ
と

と
な
っ

た
こ
と

。
 

  
（

部
分

休
業
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
職

員
）
 

第
１
６
条
 

育
児

休
業

法
第

１
９

条
第

１
項

の
条

例
で
定

め
る
職

員
は
、

次
に
掲

げ
る
職

員
と
す
る

。
 

(
１

) 
育

児
休

業
法

第
１

７
条

の
規

定
に

よ
る
短

時
間
勤

務
を
し

て
い
る

職
員

 

(
２

) 
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

非
常

勤
職
員

以
外
の

非
常
勤

職
員

 

ア
 
特
定

職
に

引
き

続
き

在
職

し
た

期
間

が
１
年

以
上
で

あ
る
非

常
勤
職

員
 

イ
 

勤
務

日
の

日
数

及
び

勤
務

日
ご

と
の

勤
務
時

間
を
考

慮
し
て

規
則
で

定
め
る

非

常
勤
職
員

 

  
（
部
分

休
業

の
承

認
）

 

間
、
給
与

等
の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

当
該

職
員

を
派

遣
し

た
関

係
市

町
村

の
職

員
の

育
児
休
業

等
に
つ

い
て

定
め

た
条

例
の

例
に

よ
る

。
 

   
（
育
児

短
時
間

勤
務

の
終

了
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

な
い

場
合

に

育
児
短
時

間
勤
務

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
特

別
の

事
情

）
 

第
９
条
 

育
児
休

業
法
第

１
０

条
第

１
項

た
だ

し
書

の
条

例
で

定
め

る
特

別
の

事
情

は
、

次
に
掲
げ

る
事
情

と
す

る
。

 

 
(１

)～
(６

) 
（
略

）
 

(
７

) 
配

偶
者
が

負
傷

又
は

疾
病

に
よ

り
入

院
し

た
こ

と
、

配
偶

者
と

別
居

し
た

こ
と

そ
の
他
の

育
児
短

時
間

勤
務

の
終

了
時

に
予

測
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

事
実

が

生
じ
た
こ

と
に
よ

り
当

該
育

児
短

時
間

勤
務

に
係

る
子

に
つ

い
て

育
児

短
時

間
勤

務

を
し
な
け

れ
ば
そ

の
養

育
に

著
し

い
支

障
が

生
じ

る
こ

と
と

な
っ

た
こ

と
。

 

  

  
（

部
分

休
業
を

す
る
こ

と
が

で
き

な
い

職
員

）
 

第
１
６
条
 

育
児

休
業

法
第

１
９

条
第

１
項

の
条

例
で

定
め

る
職

員
は

、
育

児
短

時
間

勤

務
又
は
育

児
休
業

法
第

１
７

条
の

規
定

に
よ

る
短

時
間

勤
務

を
し

て
い

る
職

員
と

す
る

。
 

    

  
（
部
分

休
業
の

承
認

）
 

第
１
７
条

 
部
分

休
業

（
育

児
休

業
法

第
１

９
条

第
１

項
に

規
定

す
る

部
分

休
業

を
い

う
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第
１
７
条

 
部

分
休

業
（

育
児

休
業

法
第

１
９

条
第
１
項

に
規
定

す
る
部

分
休
業

を
い
う

。
以
下
同

じ
。

）
の

承
認

は
、

正
規

の
勤

務
時

間
（

非
常

勤
職
員

に
あ
っ

て
は
、

当
該

非
常
勤
職

員
に

つ
い

て
定

め
ら

れ
た

勤
務

時
間

）
の

始
め

又
は
終

わ
り
に

お
い
て

、
３

０
分
を
単

位
と

し
て

行
う

も
の

と
す

る
。

 

２
 
（
略

）
 

３
 
非
常

勤
職
員

に
対

す
る

部
分

休
業

の
承

認
に

つ
い
て

は
、
１

日
に
つ

き
、
当

該
非
常

勤
職
員
に

つ
い

て
１

日
に

つ
き

定
め

ら
れ

た
勤

務
時
間
か

ら
５
時

間
４
５

分
を
減

じ
た

時
間
を
超

え
な

い
範

囲
内

で
（

当
該

非
常

勤
職

員
が
労
働

基
準
法

（
昭
和

２
２
年

法
律

第
４
９
号

)第
６

７
条

の
規

定
に

よ
る

育
児

時
間

又
は
育

児
休
業

、
介

護
休
業

等
育
児

又

は
家
族
介

護
を

行
う

労
働

者
の

福
祉

に
関

す
る

法
律
（
平

成
３
年

法
律
第

７
６
号

）
第

６
１
条
第

３
２

項
に

お
い

て
読

み
替

え
て

準
用
す

る
同
条

第
２
９

項
の
規

定
に
よ

る
介

護
を
す
る

た
め

の
時

間
（

以
下

「
介

護
を

す
る

た
め
の
時

間
」
と

い
う
。

）
の
承

認
を

受
け
て
勤

務
し

な
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

時
間
を
超

え
な
い

範
囲
内

で
、
か

つ
、

２
時
間
か

ら
当

該
育

児
時

間
又

は
当

該
介

護
を
す

る
た
め

の
時
間

の
承
認

を
受
け

て
勤

務
し
な
い

時
間

を
減

じ
た

時
間

を
超

え
な

い
範

囲
内
で
）

行
う
も

の
と
す

る
。

 

。
以
下
同

じ
。
）

の
承

認
は

、
正

規
の

勤
務

時
間

の
始

め
又

は
終

わ
り

に
お

い
て

、
３

０
分
を
単

位
と
し

て
行

う
も

の
と

す
る

。
 

２
 
（
略

）
 

（
新
設
）
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議案第１３号参考資料 

件 名 
埼玉県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

根拠法令等 
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号） 

【 趣 旨 】 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律（令和元年法律第３７号）により地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）が改正されたことに伴い、所要の規定を整備するため、埼玉県後期高齢者

医療広域連合職員等の旅費に関する条例（平成１９年条例第９号。以下「旅費

に関する条例」という。）の一部を改正するもの。 

【 内 容 】 

改正内容は次の通りである。 

地方公務員法の号ズレに伴う改正について（第３条第３項の改正） 

 地方公務員法第１６条（欠格条項）は、職員となり、又は競争試験等を受けることができ

ない者を規定しており、このうち第１号「成年被後見人又は被保佐人」が削除され、他の

号が１号ずつ繰り上がったことにより、引用していた「地方公務員法第１６条第２号から第

５号まで」を「第１６条第１号から第４号まで」に改める。 

施 行 日 令和元年１２月１４日から施行する。 

【その他参考事項】 

- 14 -



埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

 
（
旅
費
の
支
給
）
 

第
３
条

 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 

職
員

が
、

前
項

第
１

号
又

は
第

４
号

の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

に

お
い
て
、
地
方
公
務
員
法

第
１
６
条
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で

若
し

く
は

第
２

９
条

第
１

項
各

号
に

掲
げ

る
自

由
に

よ
り

退
職

等
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

同
行

の
規

定
に

よ
る

旅
費
は
、
支
給
し
な
い
。
 

 
（
旅
費
の
支
給
）
 

第
３
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 

職
員

が
、

前
項

第
１

号
又

は
第

４
号

の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

に

お
い
て
、
地
方
公
務
員
法

第
１
６
条
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で

若
し

く
は

第
２

９
条

第
１

項
各

号
に

掲
げ

る
自

由
に

よ
り

退
職

等
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

同
行

の
規

定
に

よ
る

旅
費
は
、
支
給
し
な
い
。
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